
 

 

Ｎｏ２０２００５ 

新型コロナウイルスの感染の拡大で７都道

府県に発出された緊急事態宣言は、４月１

６日には全国へ対象を拡大されました。収

束時期が見えない中、生産や消費が落ち、

雇用や資金についての対策も次々と情報が

更新、改定されています。当事務所にも感

染者等の対応や助成金の問い合わせが多く

寄せられていますが、前月号に続きコロナ

ウイルスに関する労務管理上の注意点や助

成金の動向をお知らせいたします。 

 

 

 

＜三六協定や変形労働時間の問題＞ 

問１ イベントの中止や学校の休業、事業

活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労

働時間が減少してしまうことや、休む従業

員が増えたときに残りの従業員が多く働か

ないとならない事態が考えられます。その

人達について、労働 

基準法の労働時間の 

上限を超えないよう 

にするため、変形労 

働時間制を導入した 

り、変更したりするにはどうしたらよいで

しょうか。 

答え １年単位の変形労働時間制は、対象

期間中の業務の繁閑に計画的に対応するた

めに対象期間を単位として適用されるもの

であるので、労使の合意によって対象期間

の途中でその適用を中止することはできな

いと解されています。しかしながら、今回

の新型コロナウイルス感染症への対策によ

る影響にかんがみれば、当初の予定どおり

に１年単位の変形労働時間制を実施するこ

とが企業の経営上著しく不適当と認められ

る場合には、特例的に労使でよく話し合っ

た上で、１年単位の変形労働時間制の労使

協定について、労使で合意解約をしたり、

あるいは協定中の破棄条項に従って解約

し、改めて協定し直すことも可能と考えら

れます。ただし、この場合であっても、解

約までの期間を平均し、１週４０時間を超

えて労働させた時間について割増賃金を支

払うなど協定の解約が労働者にとって不利

になることのないよう留意が必要です 

＜労働災害＞ 

問２ 労働者が新型コロナウイルス感染症

を発症した場合、労災保険給付の対象とな

りますか。 

答え 業務又は通勤に起因して発症したも

のと認められる場合には、労災保険給付の

対象となります。詳しくは、事業場を管轄

する労働基準監督署にご相談ください。 
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＜健康診断＞ 

問３ 新型コロナウイルス感染症の拡大防

止のため、労働安全衛生法に基づく健康診

断の実施を延期するといった対応は可能で

しょうか。 

答え 事業者は労働安全衛生法の規定に基

づき、労働者の雇入れの直前又は直後に健

康診断を実施することや、１年以内ごとに

１回定期に一般健康診断を行うことが義務

付けられています。しかしながら、令和２

年２月 25日に決定された「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本方針」に、閉鎖空

間において近距離で多くの人と会話する等

の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等

がなくても感染を拡大するリスクがあるこ

とが示されていること等を踏まえ、これら

の健康診断の実施時期を令和２年５月末ま

での間、延期することとして差し支えあり

ません。 

＜事業所の対応準備＞ 

問４ 事業所として施設運営に携わる労働

者が、ＰＣＲ検査陽性となった場合に備え

て、準備しておくことはありますか。 

答え 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚

接触者が発生した場合に備え、以下の項目

を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者

に周知してください。（具体例別紙参照） 

・労働者が陽性者等であると判明した場合

の事業者や責任者への報告に関すること

（報告先の部署・担当者、報告のあった

情報を取り扱う担当者の範囲等）。 

・職場の消毒等が必要になった場合の対応

に関すること。  

・労働者が陽性者等になったことをもって

解雇その他の不利益な取扱いや差別等を

受けることはないこと。  

・その他（保健所との連携や、必要に応

じ、休業や賃金の取扱いなどに関するこ

と等）。 

コロナウイルスの蔓延で打撃を受けた東京

のタクシー会社では６００人の大量解雇で

労使紛争になっています。こうした事態で

の解雇や雇止めについて考えてみます。 

まず非正規社員の 

派遣社員、パート 

社員については、 

契約期間満了に伴う「雇止め」と契約期間

途中に解雇する「期間中解雇」がありま

す。雇止めであっても更新回数が多い場合

は「更新期待権」を得ていて合理性や社会

通念上の相当性が不十分となり雇止めが無

効となります。中途解雇はさらに厳しくそ

の必要性が問われます。 

今般のコロナウイルスによる解雇・雇止め

は一般的に「整理解雇」として扱われ下記

の４要件を満たすか否かが有効、無効の判

断になります。 

➀解雇の必要性 

②解雇の回避努力 

③解雇者の人選判断 

④労働組合等との十分な協議 

これらを全て満たせば整理解雇として有効

になることになりますが、➀の必要性につ

いては容認される相当性があります。また

②については雇用調整助成金などを活用す

る、希望退職者を募るなど回避義務を果た

すことも必要となります。 

一般の正規社員についても同様に将来の民

事訴訟への対応も見据えて慎重に決断する

ことが必要です。 

 



コロナウイルス感染症関係助成金が拡充さ

れました！！ 

１・＜新型コロナウイルス感染症による小

学校休業等対応助成金＞ 

小学校休業等により、子どもの世話が必要

になった労働者に、特別な有給（賃金全額

支給）休暇を与えた場合に、一人１日８，

３３０円を上限に助成される制度です。 

☆拡充内容☆ 

・助成対象期間が６月３０日までに延長さ

れました（申請期間は９月３０日迄） 

・申請書類が簡素化されました。 

☆ここがポイント☆ 

・雇用保険被保険者、被保険者以外を分け

ての申請が必要です。 

・小学校等が元々休みの土日祝日、春休み

等は対象外ですが、子どもが新型コロナ

ウイルスに感染（疑いも含む）場合は、

その限りではありません。 

・事業所ではなく、法人ごとの申請です。 

２・＜雇用調整助成金（新型コロナウイル

ス感染症特例）＞ 

感染症の影響により事業活動が縮小を余儀

なくされた全業種の事業主が、従業員を一

時的に休業させ、雇用の維持を図った場合

に休業手当の一部が助成される制度です。 

☆拡充内容☆ 

４月１日～６月３０日は、緊急対応期間と

なりました。 

・助成率引き上げ 

中小企業 ２／３ → ４／５（９／１０） 

大 企 業 １／２ → ２／３（３／４） 

※（ ）内は、解雇などをしない場合。 

 

・生産指標の緩和 

売り上げなどの減少が 10％→５％ 

・休業規模要件の緩和 

休業等に該当する対象の労働者が所定労

働日数の休業日数 

中小企業 １／２０以上 → １／４０以上 

大 企 業 １／１５以上 → １／３０以上 

・短時間休業の要件緩和 

事業所の部門（事務、営業、製造等）毎

に短時間休業も対象に含まれます 

・残業相殺制度の当面停止 

・雇用保険被保険者でない方も助成対象に 

・申請書類の簡素化 

記載事項が約５割減や簡略化、添付書類

の削減等 

☆ここがポイント☆ 

・従業員に支払った休業手当×助成率がそ

のまま助成されるわけではありません。

雇用保険被保険者は平成３０年度の労働

保険料を元に。雇用保険被保険者以外は

実際に支払った休業手当を元に助成額が

算出されます。 

・雇用保険被保険者、被保険者以外を分け

ての申請が必要です。 

※以上、４月２０日時点の最新情報ですが

今後も更なる拡充や変更が行われる可能

性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険料猶予制度のお知らせ 

コロナウイルスの影響で事業の休

業などにより、社会保険料の納付

が一時的に困難になり、猶予要件

に該当する場合一定の期間納付の

猶予が認められることになりま

す。詳細については当事務所まで

お問合せ下さい。 



万が一、社内でコロナウイルス感染者が出た場合 

 

同じ職場で勤務する従業員のコロナウイルス感染が発覚した場合 

あなたは・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所のヒアリング結果 

 

    『濃厚接触者』と指定された     『濃厚接触者』でないと特定された 

 

 

 

 

 

 

経過観察期間中に 

風邪の症状が出た           消毒未完了の場合    消毒不要の場合 

 

 

 

 

経過観察期間中に風邪など 

症状がなく保健所から問題 

なしと判断された 

 

 

 

 

※濃厚接触者と疑われる従業員とは、以下の内、１つ以上に当てはまる者 

  ①感染者と働く職場を同一とする従業員 ②感染者が寮などに入居し、同寮に入居する全従業員 

  ③感染者本人が「濃厚接触者の疑いがある」と申告した従業員 

※事業所の消毒範囲は保健所の指導に従いますが、通常規模で１日～３日かかります。 

※保健所に対して以下の情報を提供します。 

  ①事業所のフロアマップ及び座席表 ②感染者本人の過去１４日分のスケジュール 

                    （いつ、どこで、だれと等） 

感染者との「濃厚接触者が疑われる」従業員となり 

保健所の感染者へのヒアリング・調査により 

「濃厚接触者か否か」が判明するまでの期間は 

感染者が確認された当日より自宅待機となります。 

通達とおり、最大１４日間 

在宅勤務または特別休暇 

事業所の消毒状況により 

対応が分かれる 

勤務再開までは 

①他事業所で勤務 

②在宅勤務 

③特別休暇   

感染有無の確認 

の為の検査実施 

元の事業所で通常業務に戻る 


